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各位 

今般、バヌアツ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈  (Fleet Safety Letters 
02055.GEN – Regulatory update) を下記の通り新設しましたので、お知らせ致します。 
 

記 
 
非常脱出用呼吸具（EEBDs）： 
 
機関区域には、見張りに従事する人数の 200%に 1 を加えた数の非常用脱出呼吸具を備えるこ

と。ただし、沖合補給船には少なくとも 5 組、その他の船舶には 7 組の非常用脱出呼吸具を

備えること。 
 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 材料艤装部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2020 
Fax: 03-5226-2057 
E-mail: eqd@classnk.or.jp 


